
令和元年度　本人等による個人情報の開示請求 資料3-1

60

No 請求日 担当部課 開示請求のあった内容（公文書） 決定内容 決定の理由

1 平成31年4月2日 生活環境部市民課 平成31年3月1日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名、生年月日等が丸亀市個人情
報保護条例第13条第2号の非開示理
由に該当するため

2 平成31年4月3日 生活環境部市民課 平成31年2月19日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 利用目的の内容の一部等が丸亀市
個人情報保護条例第13条第4号アの
非開示理由に該当するため

3 平成31年4月9日 生活環境部市民課 平成31年3月8日発行の戸籍の全部事項証明及び改製
原戸籍謄本の交付請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

4 平成31年4月23日 生活環境部市民課 平成31年3月19日発行の戸籍の全部事項証明の交付
請求書

部分開示 氏名、住所等が丸亀市個人情報保
護条例第13条第2号の非開示理由に
該当するため

5 平成31年4月23日 生活環境部市民課 平成31年3月25日発行の戸籍の全部事項証明、戸籍
の附票の全部写し、改製原戸籍謄本の交付請求書

部分開示 氏名、生年月日等が丸亀市個人情
報保護条例第13条第2号の非開示理
由に該当するため

6 平成31年4月26日 生活環境部市民課 平成31年3月28日発行の除籍謄本の交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

7 令和元年5月8日 生活環境部市民課 平成31年4月1日発行の戸籍の全部事項証明、住民票
の写しの交付請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

8 令和元年5月8日 生活環境部市民課 平成31年4月1日発行の戸籍の全部事項証明、住民票
の写しの交付請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

9 令和元年5月8日 生活環境部市民課 平成31年4月2日発行の戸籍の全部事項証明、戸籍の
附票の全部写しの交付請求書

全部開示
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10 令和元年5月8日 生活環境部市民課 平成31年4月3日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

11 令和元年5月17日 生活環境部市民活動
推進課

亀城南自治会より平成29年6月29日提出の告示事項
変更届出書に基づいた告示内容

全部開示

12 令和元年6月10日 生活環境部市民課 令和元年5月9日発行の改製原戸籍謄本の交付請求書 部分開示 氏名、生年月日等が丸亀市個人情
報保護条例第13条第2号の非開示理
由に該当するため

13 令和元年6月11日 生活環境部市民課 令和元年5月7日発行の除籍謄本の交付請求書 部分開示 氏名、生年月日等が丸亀市個人情
報保護条例第13条第2号の非開示理
由に該当するため

14 令和元年6月11日 生活環境部市民課 令和元年5月7日発行の戸籍の全部事項証明の交付請
求書

部分開示 氏名、生年月日等が丸亀市個人情
報保護条例第13条第2号の非開示理
由に該当するため

15 令和元年6月12日 生活環境部市民課 令和元年5月7日発行の戸籍の全部事項証明及び戸籍
の附票の全部写しの交付請求書

部分開示 氏名、生年月日が丸亀市個人情報
保護条例第13条第2号の非開示理由
に該当するため

16 令和元年6月12日 生活環境部市民課 令和元年5月7日発行の戸籍の全部事項証明及び戸籍
の附票の全部写しの交付請求書

部分開示 氏名が丸亀市個人情報保護条例第
13条第2号の非開示理由に該当する
ため

17 令和元年6月18日 生活環境部市民課 令和元年5月17日発行の戸籍の全部事項証明の交付
請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

18 令和元年6月25日 生活環境部市民課 令和元年5月23日交付、戸籍の全部事項証明、戸籍
の附票の全部写し、改製原戸籍謄本

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため
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19 令和元年7月1日 生活環境部市民課 平成30年9月30日から令和元年6月28日の間の戸籍謄
本の交付請求書。但し、請求書は第三者に限る。

非開示 請求に係る文書が不存在のため

20 令和元年7月1日 生活環境部市民課 平成29年4月1日からの印鑑証明書の交付請求書。但
し本人請求は除く。

非開示 請求に係る文書が不存在のため

21 令和元年6月28日 健康福祉部福祉課 丸亀市で生活保護を受給してから今までに掛かった
受診月ごとの医療費・食事代等の金額及び医療機関
名

全部開示 丸亀市個人情報保護条例第13条に
基づく全部開示

22 令和元年7月12日 生活環境部市民課 令和元年6月10日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 生年月日等が丸亀市個人情報保護
条例第13条第2号の非開示理由に該
当するため

23 令和元年7月12日 健康福祉部高齢者支
援課

平成27年8月18日、申請日分の要介護認定に係る認
定調査票と主治医意見書

全部開示

24 令和元年8月1日 生活環境部市民課 令和元年6月19日発行の戸籍の全部事項照明・戸籍
の附票の写し交付請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

25 令和元年8月8日 生活環境部市民課 令和元年7月8日に交付された戸籍の全部事項証明 全部開示

26 令和元年8月14日 健康福祉部高齢者支
援課

平成29年11月30日、平成30年10月16日申請日分の要
介護認定に係る主治医意見書

全部開示

27 令和元年8月21日 生活環境部市民課 令和元年7月18日交付の住民票の写し 部分開示 丸亀市個人情報保護条例第12条第1
項又は第26条第1項
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28 令和元年9月3日 生活環境部市民課 令和元年8月2日発行の改製原戸籍謄本の交付請求書 部分開示 氏名、生年月日等が丸亀市個人情
報保護条例第13条第2号の非開示理
由に該当するため

29 令和元年9月6日 生活環境部市民課 令和元年8月6日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名、生年月日等が丸亀市個人情
報保護条例第13条第2号の非開示理
由に該当するため

30 令和元年9月11日 健康福祉部健康課 予防接種歴にかかる予防接種台帳記載事項証明又は
同台帳に記載がないことの証明

非開示 請求のあった個人情報は不存在の
ため

31 令和元年9月13日 生活環境部市民課 令和元年8月14日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

32 令和元年9月18日 生活環境部市民課 令和元年8月16日発行の戸籍の全部事項証明の交付
請求書

部分開示 氏名、生年月日等が丸亀市個人情
報保護条例第13条第2号の非開示理
由に該当するため

33 令和元年9月27日 生活環境部市民課 令和元年8月26日発行の戸籍の除籍謄本の交付請求
書

部分開示 氏名、生年月日等が丸亀市個人情
報保護条例第13条第2号の非開示理
由に該当するため

34 令和元年10月1日 生活環境部市民課 令和元年8月21日発行の戸籍の改製原戸籍謄本及び
戸籍の除籍謄本の交付請求書

部分開示 氏名、生年月日等が丸亀市個人情
報保護条例第13条第2号の非開示理
由に該当するため

35 令和元年10月3日 生活環境部市民課 令和元年9月2日発行の戸籍の全部事項証明の交付請
求書

部分開示 氏名、生年月日が丸亀市個人情報
保護条例第13条第2号の非開示理由
に該当するため

36 令和元年10月7日 生活環境部市民課 令和元年9月3日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名が丸亀市個人情報保護条例第
13条第2号の非開示理由に該当する
ため
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37 令和元年10月7日 生活環境部市民課 令和元年9月4日発行の戸籍附表の写し交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

38 令和元年10月8日 生活環境部市民課 令和元年9月9日発行の改製原戸籍謄本、戸籍の除籍
謄本

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

39 令和元年10月9日 生活環境部市民課 令和元年5月から住民票・戸籍に関する全て、令和
元年9月6日発行の戸籍附票の写し交付請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

40 令和元年10月9日 生活環境部市民課 令和元年9月2日発行の改製原戸籍謄本及び戸籍の全
部事項証明及び戸籍附票の写しの交付請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

41 令和元年10月16日 生活環境部市民課 令和元年9月9日発行の改製原戸籍謄本の交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

42 令和元年10月25日 生活環境部市民課 令和元年9月20日発行の戸籍の全部事項証明及び改
製原戸籍謄本の交付請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

43 令和元年10月29日 生活環境部市民課 令和元年9月26日発行の戸籍の除籍謄本の交付請求
書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

44 令和元年10月29日 生活環境部市民課 令和元年9月9日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

45 令和元年11月5日 生活環境部市民課 令和元年9月27日発行の戸籍の附票の写しの交付請
求書

部分開示 氏名が丸亀市個人情報保護条例第
13条第2号の非開示理由に該当する
ため
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46 令和元年11月21日 生活環境部市民課 令和元年10月4日　住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

47 令和元年11月26日 健康福祉部高齢者支
援課

経過記録
虐待に関する記録

部分開示 個人情報保護条例第13条第2号によ
り本人以外の者に関する個人情報
は非開示とする

48 令和元年12月16日 生活環境部市民課 令和元年11月14日発行の改製原戸籍謄本、戸籍の個
人事項証明、戸籍附票の写しの交付請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

49 令和元年12月18日 生活環境部市民課 令和元年11月18日発行の改製原戸籍謄本の交付請求
書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

50 令和元年12月20日 生活環境部市民課 令和元年11月11日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

51 令和2年1月8日 生活環境部市民課 令和元年12月2日発行の戸籍附票の一部写しの交付
請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

52 令和2年1月8日 生活環境部市民課 令和元年11月29日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

53 令和2年1月10日 生活環境部市民課 令和元年12月2日発行の戸籍の全部事項証明の交付
請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

54 令和2年1月29日 生活環境部市民課 令和元年12月2日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため
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55 令和2年2月13日 生活環境部市民課 令和2年1月9日発行の住民票の写しの交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

56 令和2年2月13日 生活環境部市民課 令和2年1月10日発行の戸籍の全部事項証明及び戸籍
の附表の写しの交付請求書

部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

57 令和2年3月4日 健康福祉部高齢者支
援課

令和2年2月4日申請日分の要介護認定に係る認定調
査票と主治医意見書

全部開示

58 令和2年3月9日 健康福祉部高齢者支
援課

令和元年11月11日申請分の要介護認定に係る認定調
査票と主治医意見書

全部開示

59 令和2年3月16日 生活環境部市民課 令和2年2月14日発行の改製原戸籍謄本の交付請求書 部分開示 氏名等が丸亀市個人情報保護条例
第13条第2号の非開示理由に該当す
るため

60 令和2年3月18日 生活環境部市民課 平成28年4月1日以降の戸籍の全部事項証明等、平成
30年4月1日以降の住民票の写し等の交付請求書で第
三者及び代理人によって請求されたもの

非開示 請求に係る文書が不存在のため
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